[bookmark: _GoBack]施設等使用契約書（案）

学校法人大阪医科薬科大学（以下、「甲」という。）と、株式会社△△△△（以下、「乙」という。）は、令和〇年〇月〇日付で締結した共同研究契約書（課題名：××××）に基づく甲が管理する施設の使用に関し、以下のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）
甲は、乙が甲との共同研究及びそれに伴う研究連携活動等（以下、「研究活動等」という。）を実施するため、下記施設（以下、「本施設」という。）を使用することを許可し、乙は本契約締結に伴い、乙が甲に提出する大阪医科薬科大学研究ワーキングスペース利用申請書に記載の本施設利用代表者及び利用者により、これを使用する。ただし、本施設の使用は、研究成果または知的財産権の帰属に影響を与えるものではなく、その取扱いは共同研究契約の定めに従う。

所在地：大阪府高槻市大学町２番７号　大阪医科薬科大学　本部キャンパス
施設名：大阪医科薬科大学　研究ワーキングスペース
部屋番号：総合研究棟　３階　309号室　（個室A・個室B・個室C）
用　途：研究活動等に係る実験、打合せ、資料整理等

第2条（有効期間）
本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
ただし、乙からの申出により、甲乙協議のうえ、共同研究契約における研究期間の範囲内で延長または短縮することができる。
２　前項の規定にかかわらず、共同研究契約が終了したときは、その契約終了日を以って、本契約の有効期間は終了する。

第３条（使用時間および入室方法）
乙が本施設を使用できる時間は、原則として甲の開学日のうち、研究機器部門の対応時間内（平日 8：30～18:00、第1・3・5週土曜 8:30～12:30）とする。なお、甲に所属する共同研究者等研究機器部門利用登録者と共に入室する場合はその限りではない。
２　前項の規定にかかわらず、甲は学内行事、安全管理、情報セキュリティ、施設運営（設備点検等）の都合により一時的に使用を制限あるいは停止する場合がある。
３　前項の使用制限あるいは停止にあたり、甲は事前の乙に通知を行う。ただし、緊急性がある場合はその限りではない。
第４条（使用料および支払方法）
[bookmark: _Hlk213686346]乙は、本施設の使用料として、別記1に定める料金を甲に支払う。（料金は、すべて税抜き。本施設の光熱費および通信費を含む。）ただし、契約期間中に料金が改定された場合、乙は、改定後の料金を支払う。
２　乙は、本施設の使用料を甲が発行する請求書により、甲の指定する銀行口座に振り込むものとし、振込手数料は乙が負担する。
３　本契約において、契約期間が1ヶ月に満たない場合であっても、使用料その他の金銭については日割り計算を行わず、1ヶ月分の金額を支払う。

第５条（使用条件）
乙は、本施設を第１条に定める目的のみに使用するものとし、他の目的に使用してはならない。また、利用代表者からの申出により甲の許可を受けた場合は、大阪医科薬科大学研究ワーキングスペース利用申請書【別紙3】（以下、「別紙3」とする。）に記載の機器等を利用し、本施設に大阪医科薬科大学研究ワーキングスペース利用申請書【別紙2】に記載の機器、試薬その他物品を持ち込むことができる。別紙3の機器等の利用については、別に定める。
２　乙は、総合研究棟３階309号室のうち甲が許可した範囲（以下、「許可区域」という。）に限り立ち入ることができ、甲の事前の承諾なく許可区域外に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる範囲の立ち入りは、この限りではない。
（１）別紙3により甲が利用を許可した機器等の設置場所
（２）許可区域への出入りに必要な共用部（出入口、廊下、階段、エレベーター等）
（３）施設内の一般利用施設（売店・コンビニ、食堂等）で、研究活動等に照らし必要な
範囲
なお、甲の職員専用区域、その他の立入禁止区域に立ち入ってはならない。
３　乙は、甲が交付する入館許可証（以下、「許可証」という。）を受領する。乙は、本施設に入館する際、入館許可証を常に見えるように着用しなければならない。乙は許可証を第三者に貸与又は譲渡してはならない。乙は許可証を紛失又は毀損した場合、直ちに甲に届け出るものとし、使用終了時その他甲が求めたときは速やかに返却しなければならない。
４　乙は、入館許可証の交付対象となる者について、健康診断を含む甲が定める安全衛生上の手続を事前に履行し、甲から求めがあったときはこれを証する資料を提出しなければならない。当該手続が確認できない者には、甲は入館許可証を交付しない場合がある。
５　乙は、甲の施設の管理に関する規程、構内管理規程、研究データ、個人情報、機密情報その他一切の情報に関する学内規程、本施設内のネットワークおよび情報機器の利用に関する規程・利用条件、安全衛生に関する学内規程その他関係規程及び関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用する。
６　火気の使用、高い危険を伴う作業、騒音の発生、施設の改造、転貸または譲渡等を行ってはならない。
７　使用終了時には、乙は原状回復を行い、甲の確認を受けなければならない。

第６条（立入および点検）
甲は、施設管理上または安全上必要がある場合、乙に事前に通知のうえ、本施設内に立ち入り、点検または確認を行うことができる。ただし、緊急の必要がある場合はこの限りではない。

第７条（損害賠償）
乙の故意または過失により、本施設または附属設備に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する。
２　乙は、本施設の使用に関して生じた事故、盗難等について、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、甲に損害賠償を請求できない。

第８条（契約の解除）
乙が本契約又は共同研究契約に違反した場合、或いは研究活動等の継続が困難となった場合、甲は乙に通知のうえ本契約を解除できる。
２　前項において、甲は、安全管理、情報セキュリティその他施設運営上の重大な支障が生じるおそれがあると判断した場合、乙に通知のうえ、本契約を解除する前に本施設の使用を一時停止することができる。
３　乙が契約期間中に使用を中止する場合は、1か月前までに甲に書面で申し出なければならない。
４　甲による本契約の解除に伴い乙に損害が生じても、甲は使用料相当額の返還以外の責任を負わない。また、甲は本契約解除に伴い乙に原状回復を求めることができる。

第９条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、相手方に対し、自らまたはその役員が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたってもこれに該当しないことを保証する。
２　甲又は乙が前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず本契約を解除できる。
３　本条に基づく解除により解除された当事者に損害が生じても、解除を行った当事者は一切の責任を負わない。

第１０条（免責）
天災地変、火災、停電、設備故障その他甲の責に帰さない事由により本施設の使用が困難となった場合、甲は乙に対し使用料の返還以外の責任を負わない。


第１１条（協議事項）
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るよう努めなければならない。

第１２条（合意管轄）
本契約に関して甲乙間に生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。



以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。



令和〇年〇月〇日

（甲）
大阪府高槻市大学町２番７号
学校法人大阪医科薬科大学
大阪医科薬科大学学長　　佐野　浩一　　　印



（乙）
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
株式会社△△
代表取締役社長　　　〇〇〇〇　印


別記１
（利用代表者）
	氏　　名
	（フリガナ）
　　　　　

	所属部署
	

	職　　名
	

	連絡先電話番号
	

	メールアドレス
※所属機関で発行されているもの
	

	特記事項
	




[bookmark: _Hlk215219424]料金表A（甲の研究者と共同研究実施中の場合）
	区分
	月額
	年額
	1㎡あたり単価

	1年目
	15,000円
	180,000円
	3,000円

	2年目
	
	
	

	3年目
	22,500円
	270,000円
	4,500円

	4年目
	30,000円
	360,000円
	6,000円

	5年目以降
	45,000円
	540,000円
	9,000円


[bookmark: _Hlk217308020][bookmark: _Hlk215128251][bookmark: _Hlk217396577]　※記載の金額はすべて税別価格
[bookmark: _Hlk215149175][bookmark: _Hlk215149281]　※新規契約時のみ、基本料金：30,000円（税別）を加算


料金表B（その他一般利用）
	区分
	月額
	年額
	1㎡あたり単価

	1年目
	45,000円
	540,000円
	9,000円

	2年目
	60,000円
	720,000円
	12,000円

	3年目
	75,000円
	900,000円
	15,000円

	4年目以降
	90,000円
	1,080,000円
	18,000円


　※記載の金額はすべて税別価格
　※新規契約時のみ、基本料金：30,000円（税別）を加算
